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吹田市におけるヤングケアラーの定義 

 

 

 

令和 6 年（２０２４年）6 月「子ども・若者育成支援推進法」改正により、ヤング

ケアラーが上記のとおり位置付けられ、また国・地方公共団体等が支援に努めるべき

対象であると明文化されました。 

 

※「過度に」とは、「こどもにおいてはこどもとしての健やかな成長・発達に必要な時

間（遊び・勉強等）を、若者においては自立に向けた移行期として必要な時間（勉強・

就職準備等）を奪われたり、ケアに伴い身体的・精神的負荷がかかったりすることに

よって、負担が重い状態になっている場合」を指します。（こども家庭庁通知引用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども家庭庁ホームページより引用 

お手伝いとヤングケアラーの違い 

お手伝いは、「子供・若者が子供・若者としての生活ができる範囲内で行うこと」で

す。子供・若者の年齢や成長の度合いに見合った家族のケア、お手伝いは子供の思い

やりや責任感などを育みます。 

一方で、過度に家族のケアを担うことで、勉強や友達と遊ぶ時間、部活に打ち込む

時間、将来に思いを巡らせる時間など「子供・若者らしい生活を送るための時間」が

持てない場合はヤングケアラーに当たります。心身ともに子供にとって過度な負担が

続くと、子供・若者自身の健康を始め、学習、社会性発達、就労等様々な面に影響が

あるという調査結果があります。 

家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に（※）行っていると認められる子ども・若者 
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子供の生活状況調査から見えてくる思いや必要な支援 

【子供の意見】 【大人の意見】 

・きょうだいの世話は大変だけど楽しい 

・友達ともっと遊びたい 

・楽しくない。疲れた。私はお世話係じゃない。 

・他の子は家事しなくてもいいのに、ひとり親だ

からやらされる。 

・ヤングケアラーを助けてあげて 

・ケアラーの心安らげる場所があったらいいと思

う。そこで食事の提供、勉強のサポートも行え

たらよい。 

・ヤングケアラーへの支援をしてほしい。学力や

家事の支援。 

・当事者や家族などが気軽に相談できるカフェの

ような場所があればいい。 

 

 

居場所・相談 福祉サービス・医療 学習支援 

・子供食堂 

・児童会館・児童センター 

・元ヤングケアラー等のピアカ

ウンセリングなど 

・高齢・介護、障がいサービス 

・家事・育児支援 

・生活困窮支援 

・医療機関など 

・学校での学習支援 

・学習支援教室 

・習い事費用助成など 

 

ヤングケアラー支援のための連携 

ヤングケアラーが置かれている状況は多岐にわたるため、ヤングケアラーやその

家族への支援を行うためには、様々な機関の組織横断的な連携が必要となることが

あります。 

相談の間口を広くとり、どの窓口に当事者や家族等から相談があっても適切な機

関につなぐことが大切です。 

 

 

電 話：06-6384-1472 月～金曜日 午前 9 時～午後 5 時 30 分 

メール：ko-home@city.suita.osaka.jp メールは 24 時間受付 

 

 

電 話：06-6816-8534 月～土曜日 午前 10 時～午後 8 時 

メール：platroomsuita@city.suita.osaka.jp 

 

 

電 話：06-6170-1579 月～金曜日と第 3 日曜日 午前 9 時～午後 5 時 

 家庭児童相談室【１８歳未満】 

 青少年室 子ども・若者総合相談センター「ぷらっとるーむ吹田」【３９歳まで】 

 教育センター【教育相談ダイヤル】 
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相談支援体制 

★印は相談窓口 

 

 

 

 

地域住民 民生・児童委員

図書館

児童館 公民館

子ども食堂

ヤングケアラー及びその家族

民生・児童委員

子供食堂

児童会館・

児童センター

公民館

留守家庭

児童育成

室

地域住民

地域関係者

教育分野

学校・学校教育室

☆教育センター

☆子ども・若者総合相談センター

(ぷらっとるーむ吹田)

青少年クリエイティブセンター

障がい福祉分野

障がい福祉室

障がい者相談支援センター

児童福祉分野

☆家庭児童相談室

吹田子ども家庭センター
（児童相談所）

子育て政策室・子育て給付課

医療分野

医療機関・訪問看護

市保健所（地域保健課）

高齢福祉分野

高齢福祉室

地域包括支援センター

居宅介護支援事業所等

計画相談、事業所等

その他の福祉等分野

福祉総務室

社会福祉協議会

人権政策室 生活福祉室

くらしサポートセンターすいた

すいたストップDVステーション（DV相談室）
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ヤングケアラー支援の在り方・姿勢 

 厚生労働省の子ども・子育て支援推進調査研究事業で作成された「多機関・多職

種連携によるヤングケアラー支援マニュアル」では、本人や家族の意思確認の重要

性や支援の在り方・姿勢、支援のポイントが示されています。 

 本頁では「連携支援十か条」を、次頁で意思確認の重要性を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

連携支援十か条 

 

一  ヤングケアラーが生じる背景を理解し、家族を責めることなく、家族全体が支援 

を必要としていることを各機関が理解すること 

二 緊急の場合を除いて、ヤングケアラー本人抜きで性急に家庭に支援を入れようと 

することはせず、本人の意思を尊重して支援を進めることが重要であることを 

各機関が理解すること 

三 ヤングケアラー本人や家族の想いを第一に考え、本人や家族が希望する支援は何 

か、利用しやすい支援は何かを、各機関が協力して検討すること 

四 支援開始から切れ目なく、また、ヤングケアラー本人や家族の負担になるような 

状況確認が重複することもなく、支援が包括的に行われることを目指すこと 

五 支援を主体的に進める者(機関)は誰か、押しつけ合いをせずに明らかにすること 

六 支援を進める者(機関)も連携体制において協力する者(機関)も、すべての者(機 

関)が問題を自分事として捉えること 

七 各機関や職種は、それぞれの役割、専門性、視点が異なることを理解し、共通し 

た目標に向かって協力し合うこと 

八 既存の制度やサービスで対応できない場合においても、インフォーマルな手段を 

含め、あらゆる方法を模索するとともに、必要な支援や体制の構築に向けて協 

力すること 

九 ヤングケアラー本人や家族が支援を望まない場合でも、意思決定のためのサポー 

トを忘れずに本人や家族を気にかけ、寄り添うことが重要であることを各機関 

が理解すること 

十 円滑に効果的に連携した支援を行う事ができるよう、日頃から顔の見える関係作 

りを意識すること 
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本人や家族の意思確認 

（１）ヤングケアラーと思われる子供を発見した場合、本人や家族が、現在の状況を

どのように捉えているか、支援が必要であると考えているか、といった意思や希

望を確認することが重要です。 

（２）本人や家族の意思を確認することは、本人たちが意図しないところで勝手に

支援が進められてしまうといった行き違いを防ぐことになります。これは本人

や家族との信頼関係を構築していく上でも、とても大切なことです。 

ヤングケアラー気づきツール、アセスメントツール 

 対象者のためを思い介入しても、例えば対象者の気持ちに寄り添えていない等で

かえって気持ちを傷つけ信頼関係を失くしてしまうこともあります。 

 国は調査研究を踏まえ、早期把握と合わせ慎重な対応に資するよう、関係する大

人等が注意すべきポイント等をまとめたツールと、ヤングケアラー状態にある子供

等を継続的にモニタリング、アセスメントしていくツールを作成しています。活用

に際しては留意点・工夫点が示されており、注意が必要です。（令和 4 年度子ど

も・子育て支援推進調査研究事業 ヤングケアラー支援に係るアセスメントツール

等の使い方ガイドブックに記載） 

 
 

気づきツール（こども向け） ※ルビ打ち版もあり 

 

 

 

 

  

気づきツール（こども向け） 子供との会話から情報を得る際に必要な視点・項目 

気づきツール（大人向け） 関係機関の職員等から聞き取る場合の確認項目 

アセスメントツール 

（本誌では省略） 

確認項目の他、信頼関係を構築するための会話の

視点を示しています。 
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気づきツール（大人向け） 
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吹田市で配布している啓発チラシ 

 
 

 



8 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹田市ヤングケアラー支援ガイドライン概要版 

令和６年（2024 年）10 月発行 

 

◆編集・発行 

吹田市子供の貧困対策に関するワーキングチーム 

ヤングケアラー支援作業部会 


